
津 島 市

保育所等の申し込みについて

令和６年度

＊お問い合わせは、各施設または下記まで

津島市健康福祉部子育て支援課

電話 0567-24-1120
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入所の流れ（２・３号認定の場合）

通知方法について

⑥施設利用開始

一次申込の場合
（令和５年秋ごろの一斉面接時期に申込）

①希望する施設へ見学に行く。

②市役所または施設で申込書類等を受け取り、
記入する。必要書類を用意する。

③希望する施設の面接日に申込書類等を提出し、
面接を受ける。

④利用希望や施設の申込み状況により「利用調
整」を実施。

※詳しくは６頁をご覧下さい。

⑤認定と利用施設の決定を受ける。
※通知時期については下記参照。

⑥施設利用開始

随時申込の場合
（一次申込以外の時期に申込）

①希望する施設に空きがあるか、施設に直接問
い合わせる。

②希望する施設の見学へ行く。

③市役所または施設で申込書類等を受け取り、
記入する。

④入所希望月の前月20日までに必要書類を用
意し、申込書類等を市役所の窓口に提出する。

⑤認定と利用施設の決定を受ける。
※通知時期については下記参照。

※私立認定こども園の利用施設の決定については、施設が行います。

令和６年４月～６月入所希望

令和６年７月～令和７年３月
入所希望

保育料の決定については、3月末頃に郵送で通知します。
（５・６月入所希望の方の保育料については、４月以降に順次通知します。）

申込み書類に不備がない場合

認定と利用施設の決定については、12月末ごろに文書で通知しま
す。

申込み書類に不備がある場合

申込み書類が揃い次第、1月以降に順次通知します。

入所を希望する月の前月中旬ごろに、認定と利用施設の決定及び
保育料決定について文書で通知します。

認定こども園の１号認定をご希望の方は、希望施設に直接申し込みください。



基準 具体的な保護者の事由 支給認定期間 必要書類

1

就 労

１日につき４時間以上かつ月に１５
日以上就労していること（日中の就
労で給与の支給があること）

入所承諾開始日から児童の小
学校就学前の年度末日までの
期間内で、左記の状態が継続
する期間（年度更新）

・就労証明書
採用予定、産前産後休暇・育
児休業取得後復帰予定で入所
の場合は※1参照

・源泉徴収票の写しもしくは
給与明細１か月分の写し

(農業・自営の方は確定申告
書の控(第一表・第二表)の写
しを合わせて提出)

家庭外労働
家庭内労働

2 妊娠・出産
保護者が出産の前後のため、その児
童を保育することができないこと

出産予定日の前後各８週間以
内（多胎児の場合の産前期間
は14週間以内）

・母子手帳の写し等
(表紙と出産予定日が記載され
たもの)

3
疾病
障がい

保護者が病気、負傷、心身の障がい
により、その児童の保育ができない
こと

①身体障害者手帳等所持して
いる場合は、入所承諾開始日
から児童の小学校就学前の年
度末日まで
②その他の場合は、診断書に
より必要に応じた期間（年度
更新）

いずれか１つ
・障害者手帳の写し
・医師の診断書

4 介 護 等
保護者がいつも、同居している親族
の介護等にあたっているため、その
児童の保育ができないこと

5
災 害
復 旧

火災、風水害、震災などの不幸があ
り、その家庭を失ったり、破損した
ため、その復旧の間、児童の保育が
できないこと

入所承諾開始日から災害復旧
が完了すると見込まれる期間

・り災証明書の写し

6
求 職
活 動

保護者が求職活動(起業準備を含む)
を行っているため、その児童の保育
ができないこと

入所承諾開始日から３ヶ月間
（原則、最初に求職活動で認定
を受けた方に限る）
※継続入所不可

・特になし

7 就 学

１日につき４時間以上、職業能力開
発促進法に基づく職業能力開発施設
において職業訓練を受け、または学
校教育法に基づく大学、短期大学、
高等学校、高等専門学校、専修学校
もしくは各種学校において就学して
いること

１と同じ期間
・在学証明書
・授業カリキュラム等、
就学時間が分かるもの

保育を必要とする具体的な基準

2号認定・3号認定を申請する場合、保護者のいずれもが以下の保育を必要とする基準のいずれかに該当
する必要があります。
入所申し込みの際には、保育を必要とする基準が確認できる必要書類を必ず添付してください。

ＭＥＭＯ

2

※１ 入所申込時に就労時間等が不確定の場合は、内定通知書の写しや、辞令の写しをご提出の上、入所月
の前月20日までに、就労時間等を記載した就労証明書を再度提出してください。

※ 提出された書類は、実態調査、審査、検討し、必要に応じて、再度書類提出を求めることがあります。
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施設一覧
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次頁の保育を必要とする要件はありますか。

お子さんの年齢は何歳ですか。 お子さんの年齢は何歳ですか。

Ⓐ保育所
認定こども園
（３号認定）

Ⓐ保育所
認定こども園
（２号認定）

はい いいえ

３歳以上
生後43日目以上
3歳未満

生後43日目以上
3歳未満

３歳以上

Ⓒ私立幼稚園
（新２号認定）

Ⓑ認定こども園
（１号認定）

Ⓓ私立幼稚園
（新１号認定）

家庭保育
または

一時預かり
（Ｐ.7参考）

施設選択フローチャート （利用施設について、次のフローで確認できます。）



保育所・認定こども園（保育認定）の申込みに必要な書類

提出書類名

全員

施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付認定申請書 兼 保育所等入所申込書

マイナンバー確認票

保育を必要とする基準が確認できる書類（２ページ参照）

・保育を必要とする基準が確認できる書類（就労証明書等）については、きょうだい入所の場合は世帯につき

一部のみのご用意で構いません。

・令和５年１月２日以降に転入された方で、マイナンバー情報連携で課税情報が照会できない場合は、課税

証明書の提出を依頼することがあります。

・すでに兄・姉が入所中でマイナンバー確認票を提出済みの方は、提出の省略が可能です。

理由事由 区分

1 就労
7 就学

1ヶ月当たりの就労等の時間により変わります。
・120時間以上 ⇒ 「保育標準時間」
・60時間以上120時間未満 ⇒ 「保育短時間」
※就労形態が内職の場合は「保育短時間」となります。
※保育標準時間の場合、通勤時間や残業時間も考慮します。

2 妊娠・出産
3 疾病・障がい
4 介護等
5 災害復旧

状況や希望により、いずれかを認定

6 求職活動 「保育短時間」となります。

保育必要量について

2号・3号認定は、保育の必要に応じ、保育短時間（1日最大8時間）と保育標準時間（1日最大11時間）のいず
れかを認定します。
それぞれの区分によって保育時間や保育料が変わります。

※それぞれの保育必要量を超えて保育施設を利用した場合は、延長保育となります。

（延長保育の考え方）

・保育標準時間の延長保育は、開園時刻から11時間を超えて保育を受ける時間帯 月2,000円
・保育短時間の延長保育は、保育施設ごとに設定した通常保育の前後に保育を受ける時間帯
費用は、公立園の場合1回につき500円、月上限1,000円
（開園時刻から11時間を超えて保育を受ける場合は、別途月2,000円）
※私立園については、各施設にお問い合わせください。

【例】7時開園、19時閉園、通常保育8時～16時の保育所の場合

通常保育 延長保育

延長保育 通常保育 延長保育

保育標準時間

保育短時間

7：00 8：00 16：00 18：00 19：00

提出書類については、必要事項を記入し、入所申込み時にご持参ください。
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（１） 保育所等入所選考基準に基づき選考指数を計算します。

（２） 指数の高い者から順に入所とします。

（３） 転園を希望する方は、新規申込者と同様に選考の対象となります。

（４） 指数が同点の場合は、抽選により決定します。

（５） 指数が低く希望する保育所等に入所できないときは連絡します。

保 育 所 等 入 所 選 考 基 準

基準項目 区 分 保 護 者 の 状 況 選考指数

就労

外 勤

事業所に常時勤務している者 10

日中の就労時間が月１５日以上、１日６時間以上 7

日中の就労時間が月１５日以上、１日４時間以上 6

自 営 ・ 農 業

事業所に常時勤務している者 10

日中の就労時間が月１５日以上、１日６時間以上 7

日中の就労時間が月１５日以上、１日４時間以上 6

内 職
月１５日以上、１日７時間以上 4

月１５日以上、１日４時間以上 3

親がいない
死 亡 ・ 離 婚 9

行 方 不 明 ・ 別 居 7

妊
娠
・
出
産
及
び

疾
病
・
障
が
い

出 産 出産予定日の前後各８週間の期間 9

病 気 入 院概ね１ヶ月以上入院 10

自 宅 療 養

１ヶ月未満の入院及び１か月以上の長期療養を要する者 8

１ヶ月以上の長期療養及び定期的通院を要する者 6

症状は軽症であるが定期的通院を要する者 4

心 身 障 が い

身体障害者手帳１・２級または療育手帳Ａ判定 9

身体障害者手帳３・４級または療育手帳Ｂ判定 7

身体障害者手帳５・６級または療育手帳Ｃ判定 4

介
護
等

病 院 付 添

家族が１ヶ月以上入院、月１５日以上、１日７時間以上付添 6

家族が１ヶ月未満入院、月１５日以上、１日７時間以上付添 4

家族が１ヶ月以上入院、月１５日以上、１日４時間以上付添 4

家族が１ヶ月未満入院、月１５日以上、１日４時間以上付添 3

自 宅 付 添

同居する寝たきり老人及び心身障がい者の看護、月１５日以上、１日７
時間以上付添 7

同居する寝たきり老人及び心身障がい者の看護、月１５日以上、１日４
時間以上付添 5

上記以外の者の看護、月１５日以上、１日４時間以上 3

災害 家 庭 の 災 害火災、風水害、震災等で災害の復旧にあたる場合 10

その他
求 職 活 動求職活動（起業準備を含む）を行っている 2

就 学就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）を行っている 8

備考

選考指数は児童の父母の合算値を適用する。

きょうだい入所は「＋５」とする。

生活保護家庭（就労による自立支援につながる場合）は「+５」とする。

同居している祖父母等（６５歳未満）が上記要件に該当しない場合は「－７」とする。

保育所等施設への申し込みが多数の場合
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利用料について（利用者負担額表）



利用料について（補足）

１．利用料の金額

（１）利用料は、入所児童の家庭の市町村民税額等により決まります。

（２）第２子以降は利用料が無料となります。

（３）３歳未満児がその年度の途中に３歳に達した場合でも、その年度内は３歳未満児とみなします。

（４）利用料の決定については、３月末頃に通知します。

※途中入所児は入所を希望する月の前月中旬ごろとなります。

２．納入方法（共存園保育所・新開こども園・蛭間保育園）

利用料の納期限は、毎月月末です。(振替日が休業日の場合は翌営業日となります）

利用料の納入は、口座振替での納入となります。

手続きの方法につきましては子育て支援課にお尋ねください。

※私立幼保連携型認定こども園の利用料は施設へ直接支払となります。詳しくは施設へお問い合わせ
ください。
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１ 入所申込書は保護者が黒のボールペンで、字は楷書ではっきりと記入してください。
２ ２人以上の児童を申し込む場合は、それぞれの児童ごとに申込書を記入してください。
３ 保護者の欄には住所（番地、マンション・アパートの部屋の号数まで記入）、氏名（入所

児童を保護する義務のある人）、電話番号を記入してください。住所が令和５年１月２日
以降に津島市に転入された方は、現住所下段に前住所地をあわせて記入してください。

４ 認定申請に関する同意書の欄は、各項目をご確認のうえ、✔を記入、保護者氏名欄に記名
をお願いします。

５ 入所児童氏名の欄は、氏名にフリガナをつけ、生年月日を間違えないように記入してくだ
さい。また、性別には○印をつけてください。

６ 世帯構成の欄は、入所児童を除き同居の家族全員（世帯分離を含む）を令和６年４月１日
現在の状況で記入するとともに、児童との続柄は、父、母、兄、弟、姉、妹、祖父、祖母
等と記入してください。

７ 利用を希望する期間、希望する施設名の欄は、「保育を必要とする理由」に見合った期間
（最長で就学前まで）で記入（２ページ参照)し、第１希望から第３希望までの施設名と
それぞれの希望理由に✔を記入してください。

８ 保育を必要とする理由の欄は、当てはまる形態に✔を記入し、主な就労等時間、一月の勤
務平均日数を記入してください。また、希望する保育利用曜日、保育利用時間の欄も記入
してください。

９ 別住所に年の離れた兄弟がいる場合は、世帯構成に記入をお願いします。

施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付認定申請書 兼保育所等入所申込書の
記入の仕方

○施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付認定申請書 兼 保育所等入所申込書について

次ページ以降は記入例となります。
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支給認定申請書記入例
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認定の決まり

（１）変更届について

住所、世帯構成等に変更があった場合は「変更届」を提出してください。

また、就労時間の変更等の理由で保育の必要量の変更を希望する場合は「変更届」と「子どものため

の教育・保育給付支給認定証（以下支給認定証）」を提出してください。

（２）市外転居について

市外へ転出される場合は津島市から受けた認定は喪失となります。

保育所をご利用の方は「退所届」と「支給認定証」、認定こども園をご利用の方は「支給認定喪失

届」と「支給認定証」を提出してください。

転出後も引き続き施設の利用を希望する場合、1歳以上かつ津島市にご実家か就労先がなければ継続

利用ができません。（公立は継続入所が出来ませんので、退所となります。）

（３）保育を必要とする要件がなくなった場合

保育を必要とする具体的な基準を満たさなくなった場合（『就労』で認定を受けていたが、退職した

場合等）は保育の認定を受け続けることができません。

２号の方は、お通いの施設が認定こども園の場合、１号認定に切り替えることで引き続き施設の利用

を継続することができます。変更届をご提出ください。保育所の場合は退所となります。「退所届」

と「支給認定証」を提出してください。

３号の方は退所となります。保育所をご利用の方は「退所届」と「支給認定証」を、認定こども園

をご利用の方は「支給認定喪失届」と「支給認定証」を提出してください。

（４）継続入所を希望する場合

承諾期間が年度を越える場合は、保育を必要とする要件の確認のために原則として年１回「家庭状況

調査書」、「保育を必要とすることが確認できる書類」の提出をしていただきます。

（５）転園を希望する場合

承諾期間中に現在入所中の保育所等から他の保育所等にかわりたい場合（転園）は、 新規の入所申込

と同様の手続きが必要です。ただし、転園希望先の保育所等が入所可能な場合です。

※（１）～（５）に該当する場合は届出が必要となります。
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マイナンバー確認票記入例

※すでに兄・姉が入所中でマイナンバー確認票を提出済みの方は提出の省略が可能です。

○○○園 津島 次郎

津島 太郎

・申請書の保護者
欄に記載した方の
分のみを添付してく

ださい。

・顔写真付きの確
認書類がない場合
は、公的機関が発
行した確認書類を
２点ご用意下さい。

津 島 太 郎

津島市立込町２－２１

昭和58 2 3

平成34年03月03日まで有効
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各施設児童数（令和５年４月１日現在）

ＭＥＭＯ



保育いろいろ

一時預かり

保護者が就労、通院、リフレッシュなどの理由に
より一時的に家庭で保育ができないときに、日中、
お子さんをお預かりします。

利用する場合は事前に登録が必要です。登録時は
子ども医療証・健康保険証をお持ちください。
なお、予約は早めにお取りください。

実施園

共存園保育所 （電話 0567-26-2468）
新開こども園 （電話 0567-24-3645）
蛭間保育園 （電話 0567-28-2713）
あたごこども園（電話 0567-25-1017）
神島田こども園（電話 0567-31-0672）

対象児童
市内在住で生後43日目～就学前までの児
童

利用時間
日数

月曜～金曜 8:30～16:30
（蛭間保育園は8:00～16:00）

土曜（8:30～12：30）
（蛭間保育園は利用できません）

≪1ヶ月14日以内≫

利用料金 1日 1,500円

登録先
問合せ先

実施園

ファミリー・サポート・センター

「子育ての手助けがしてほしい」「子育てのお手
伝いがしたい」という人がお互いに助け合う会員
組織です。登録料・入会金・会費は不要です。事
前に登録しておくと利用がスムーズです。

「塾に通わせたいけど送り迎えができない」「仕
事でお迎えの時間に間に合わない」「子どもの熱
は下がったけどもう一日保育園を休ませたい。で
も会社は休めない」「兄弟姉妹で預けたい」など
で、育児の援助をしてほしい時に頼りになります。
詳しいことは下記へお問い合わせください。

病児・病後児保育事業

児童が病気の安定期または回復期に集団保育が難
しく、保護者が仕事など、家庭で保育ができない
ときに、専任の看護師・保育士が専用の保育室で
一時的に保育を行います。

実施園 神島田こども園（電話 0567-31-1200）

対象児童
市内在住で生後6ヶ月～小学校6年生まで
の児童

利用時間
日数

月曜～金曜 8:00～17:00
≪連続して5日以内≫
※土・日・祝日・12/29～1/3は休み

利用料金 1日 1,500円

登録先
問合せ先

実施園

依頼会員

0歳児（生後43日目以降）～小学校6年生
までの児童の保護者
妊娠8ヶ月～産後2ヶ月（多胎児は12ヶ
月）までの方

問合せ先
津島市ファミリー・サポート・センター
（電話 0567-55-7708）
愛西市北河田町郷西343-1

その他

利用料等、詳しくはお問合せいただくか、
市ホームページをご確認ください。

【トップページ＞子育て・教育＞保育施設・
保育サービス＞ファミリー・サポート・セン
ターのご案内＞ファミリー・サポート・セン
ターとは？】

休日保育

仕事のために休日に家庭で保育できないとき、市
内の保育所等に在園する園児をお預かりします。
ただし、月曜日～土曜日の間で1日休園が必要とな
ります。（利用料は保育料に含まれます）

実施園 あたごこども園（電話 0567-25-1017）

対象児童
市内在住で保育所等に入所している
2号・3号認定児童

利用時間
日数

8:30～16:30
日曜・祝日
※ただし、12/29～1/3は休み

登録先
問合せ先

実施園（利用する日の前月15日までに申
込みが必要となります。）
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※あたごこども園の一時預かり（余裕活用型）に
ついては定員に余裕がある場合のみご利用いただ
けます。




